
上野原市消防団条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
 
　　令和７年１２月１５日 
 
　　　　　　　　　　　　　上野原市長　村上　信行 
 
上野原市条例第３１号 
　　　上野原市消防団条例の一部を改正する条例 
　上野原市消防団条例（平成１７年上野原市条例第１９４号）の一部を

次のように改正する。 
第３条第１号中「居住」の次に「又は勤務」を加える。 

第４条中「８２０人」を「７６０人」に改める。 

　第１３条中 

「 

分団長　年額　５０，０００円 

副分団長　年額　４０，０００円 

部長　年額　３０，０００円 

班長　年額　２７，０００円 

団員　年額　２６，０００円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」 

「 

分団長　年額　６０，０００円 

副分団長　年額　５０，０００円 

部長　年額　４０，０００円 

専任班長　年額　３６，０００円 

班長　年額　３３，０００円 

団員　年額　３０，０００円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」 

 

改める。 

を

に



第１４条中「、訓練」を削る。 

　　　附　則 

　この条例は、令和８年４月１日から施行する。


